
別記様式第３号（第８条関係） 

 

質疑応答書  

令和６年９月１８日  

 

入札件名 庁舎設備管理業務委託 

 

質 問 事 項 回 答 

１．設備点検業務における休日立会は必要で

しょうか。 

また、休日立会を行う際の費用は受託者負

担でしょうか。 

 

２．（４）空調設備 

 Ｐ９冷却塔点検清掃並びに薬注装置点検

と記載がありますが、使用する薬剤について

は受託者負担でしょうか。 

 

３．（４）空調設備 

 Ｐ11のフィルター交換・廃棄と記載がござ

いますが、新規でのフィルター購入並びに取

替えたフィルター廃棄費用は受託者負担で

しょうか。 

 

４．（２）電気設備 

 Ｐ４の受変電設備における年次点検は、土

曜・日曜等閉庁時の作業想定でよろしいでし

ょうか。 

 

 

１．一部の業務を再委託する場合には、受託

者の立会いを必要とします。 

 また、その費用は本業務内に含み、受託者

負担とします。 

 

２．本業務内に含み、受託者負担とします。 

 

 

 

 

３．本業務内に含み、受託者負担とします。 

 

 

 

 

 

４．お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 



５．（２）電気設備 

 Ｐ４の受変電設備における年次点検にて、

庁舎内で常時電源供給が必要な場所はあり

ますでしょうか。 

また、ある時には、発電機を用意する費用

は受託者負担でしょうか。 

 

 

 

 

 

 

６．Ｐ20（９）積極的なデジタルツール等を

導入し活用することとなっておりますが、報

告書・請求書等のデジタル媒体での提出とい

う認識でよろしいでしょうか。 

 

 

７．メーカー保守と記載がある点検について

は「メーカーでの点検を実施する」との認識

でよろしいでしょうか。 

 

８．前回入札時と比較して仕様の変更があれ

ばご教示願います。 

 

９．Ｐ２（４）配置する人員の条件等につい

ては、証明する書類について入札書類に同封

でよろしいでしょうか。 

 

５．受変電設備の年次点検時は、庁舎内が完

全停電となります。 

 停電中は閉庁となりますが、庁舎内の電話

案内業務の実施と非常通報装置は稼働とな

ります。 

 そのため、電話設備及び非常通報装置へ電

気を供給する携帯用非常用発電機の設置が

必要となります。 

 なお、機器の設置及び撤去を含む電気供給

に必要な費用は本業務内に含み、受託者負担

とします。 

 

６．報告書や日々のデータ等を可能な限り電

子化し、提出、保管及び管理をデジタルツー

ル等を活用することで、ペーパーレス化を図

ることとします。 

 なお、請求書は対象外とします。 

 

７．専門性が高いため、メーカーまたはメー

カー同水準での点検等を要するという意味

です。 

  

８．本仕様書に基づき積算してください。 

 

 

９．入札説明書記載のとおり、入札書と同封

した場合、入札が無効となります。 

（注） 

   ・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。 


